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研究要旨 
【目的】日本では、Advance Care Planning(以下、ACP）の普及啓発が進められている。本研究は、
全国調査により、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン（平成 30 年 3
月 14 日公表）」（以下、平成 30 年度版ガイドライン）の公表後の市町村における ACPの地域住民へ
の普及・啓発の取組や平成 30 年度版ガイドラインの活用状況、地域住民への普及・啓発等の取組に
おける課題を明らかにし、今後の取組の方向性について検討することを目的とした。 
【方法】本研究は、全国の都道府県と市町村を対象に実施された横断的なアンケート調査である。質
問項目は地域住民に対する ACP の普及啓発の取組状況や取り組み内容、地域住民への普及・啓発等
の取組における課題などであった。普及啓発に取り組んでいる市町村の特性については、マルチレベ
ルロジスティック回帰分析を用いて評価した。
【結果】43 都道府県（回収率：91.5%）、912 市町村（回収率：53.1％）から回答を得た。住民に対
して ACPの普及啓発に「Active（はい）」と回答した市町村は 63.6％(n=580)であり、マルチレベル
ロジスティック回帰分析の結果、財政力指数が高いこと、所在する都道府県においても普及啓発の取
組が実施されていることが市町村における普及啓発に有意に関連していた。普及啓発に取り組んでい
る市町村では、普及啓発の方法などの活動に多くの課題を有していた。
【考察】平成 29 年の調査結果と比較すると、普及啓発に取り組む市町村が大幅に増加し、63.6％の
市町村が普及啓発の取組を行っていることが明らかになった。取組が行えていない市町村に対して
は、財政支援に加え、都道府県による支援が望まれる。さらに、多くの市町村が、普及啓発の目的、
目指す成果が具体化・明確化できていない可能性が示されたことから、成果や実績を定量的に測定す
るための指標の開発が必要であることが示唆された。
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A. 研究目的

Advance Care Planning(以下 ACP）は、将来の
治療やケアのゴールやプリファレンスを定め、家
族や医療従事者 healthcare providers との話し合
いや文書化、見直しを可能にするものである
[1][2][3][4]。日本では、平成 18 年に、厚生労
働省の専門委員会で終末期医療の決定プロセスの
検討が始まり、平成 29 年に「終末期医療の決定
プロセスに関するガイドライン」が策定された
[5][6]。このガイドラインには、本人や家族への
適切な情報提供と説明、患者、家族、医療者との
十分な話し合いに基づく本人の意思決定の重要性
など、ACP の概念が取り入れられている[5][6]。 
このように、日本では人生の最終段階における

医療・ケアに対する意思決定プロセスとして、
ACP が推奨されている。しかし、国民への普
及・啓発が進んでいるとはいいがたい。厚生労働
省が平成 29 年 12 月に実施した意識調査では、国
民の 75.5％が ACPについて「知らない」と回
答、「聞いたことがあるがよく知らない
（19.2％）」を合わせると、国民の約 90％以上が
ACP について認知していないことが明らかにな
っている[7]。さらに先行研究では、地域住民に
対して ACP の普及・啓発の取組があると回答し
た市町村は 36.4％と一部に限られ、財政力が低い
自治体ほど取組が行われていないという結果が示
されている[8]。 
政府は、人生の最終段階における ACPの普

及・啓発のあり方を議論した政府の専門委員会の
平成 30 年 3 月の最終報告書には、リーフレット
の配布やセミナーの開催を通じた市町村による
ACP の地域住民への普及・啓発の必要性が強調
されている[6]。平成 30 年 3月 14 日の「人生の
最終段階における医療の決定プロセスに関するガ
イドライン」（以下、平成 30 年度版ガイドライ
ン）[9]の公表後、政府は ACP を普及・啓発する
リーフレットの作成やイベントの開催など、自治

体や関係団体を巻き込んだ周知を行うとともに、
地域住民への普及・啓発を含む事業を都道府県や
市町村で進められるよう、自治体に対して財政支
援を行ってきた[10]。 
日本は、高齢者人口が増え続け、団塊の世代が

75 歳以上となる令和 7年には高齢者の医療・介
護需要は約 100 万人を超え、ピークになることが
予測されている。死亡者数も増加傾向にあり、令
和 3年は約 144 万人で前年に比べ 6 万 8千人の
増加となっている[11]。高齢化の進展に伴い、高
齢者の救急搬送の割合も上昇傾向にあるが[12]、
その中には、本人の意思が共有できないために、
人生の最終段階における本人の望まない救急搬送
が行われているという指摘もある[13]。こうした
状況下において、Japan Geriatrics Society は、
Recommendations for the Promotion of Advance 
Care Planning”を公表し、独自の文化や制度など
の社会環境をもつ日本において、ACPについて
正しく理解し、活用するための clinical guideline
を示している[14]。 
長寿社会となった現在、日本では高齢者の生涯

を支え、一人ひとりが自分らしい生き方で人生の
最期を迎えられるようにすることがますます重要
になってきている。そうした中で日本では ACP
は不可欠なものとして認識されており、地域住民
への ACPの普及・啓発に取り組む都道府県や市
町村が増えていることが予測される。しかし、平
成 30 年度版ガイドラインの公表以降、全国の自
治体を対象とした調査は行われていないため不明
である。また、市町村における普及・啓発の取組
に都道府県の役割、市町村で行われている実際の
取組内容、取り組みにあたっての課題はこれまで
明らかにされていない。 
本研究では、全国調査により、平成 30 年度版

ガイドラインの公表後の市町村における ACP の
地域住民への普及・啓発の取組や平成 30 年度版
ガイドラインの活用状況、地域住民への普及・啓
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発等の取組における課題を明らかにし、今後の取
組の方向性について検討することを目的とした。 

B．研究方法 

1 研究デザインと対象 
本研究は、横断研究であった。対象は、日本の

47 都道府県の在宅医療担当部局、1718市町村(特
別区を含む)の在宅医療・介護連携推進事業担当
部局であった。 
令和 4 年 10 月にWeb調査を実施した。厚生労

働省医政局地域医療計画課を通じて、都道府県の
在宅医療担当部局に調査への協力依頼とWeb調
査サイトが記載された実施要領が送付された。市
町村に対する調査は、都道府県の在宅医療担当部
局の協力を得て、各都道府県から調査への協力依
頼と実施要領が送付された。 
（倫理面への配慮） 
本研究は、東京医科歯科大学統合教育機構倫理

審査委員会の承認を得て実施した（C2022-
017）。Web 調査サイトの研究同意ボックスへの
チェックをもって調査協力への同意の確認を行
い、回答完了で研究協力の同意とした。

2. 調査項目
調査項目は、医学・看護学の研究者、人生の最

終段階の医療や救急医療に日常的に携わっている
医師、政府の政策立案者が参加する研究班会議で
検討された。調査項目は、以下のとおりであっ
た。1）自治体名、2）住民に対する ACP の普及
啓発の取り組み状況（はい、いいえ、現在検討
中）、普及啓発の取り組みの開始年、啓発普及を
行っていない理由（自由記載）、2）ACPの普及
啓発に関して令和 4 年度の事業化の状況（事業化
している、かつて事業化していたが、今年度は事
業化していない、事業化していない）、3）ACP
の普及啓発の具体的な取組、4）普及啓発にあた
り、自治体で苦労していることや困っていること

（自由記載）、であった。自治体名（都道府県
名、市町村名）はそれぞれ ID に変換した。 

3. 分析方法
初めに、市町村の地域住民に対する ACPの普

及啓発の取り組み状況（はい、いいえ、現在検討
中）に層別化し、日本の政府統計ポータルサイト
から入手した市町村レベルの財政力指数 financial 
capability index（FCI）、総人口、人口変動率、人
口密度、65 歳以上の人口割合、平均年齢、独居
高齢者の割合、在宅死亡の割合の記述統計を示し
た。FCI は、地域公共団体の財政力を示す指標
で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数
値の過去 3 年間の平均値である。FCI が高いほ
ど、財源に余裕があるといえる。さらに、普及啓
発の取組を行っている市町村について、取り組み
の開始年、ACP の普及啓発の具体的な取組、ガ
イドラインの活用状況（活用している、活用予
定、活用していない）、の記述統計を示した。
 地域住民への ACP の普及啓発に取り組んでい
る市町村の特性を検討するために、地域住民への
ACP の普及啓発の取組状況を「Active（はい）」
と「Inactive（いいえ or現在検討中）」に二区分
した変数を従属変数とし、日本の政府統計ポータ
ルサイトから抽出した市町村の FCI、総人口、人
口密度、65 歳以上の人口割合、平均年齢、在宅
死の割合との関連を bivariate analysis により調べ
た。次に、独立変数間の相関を確認し、多変量解
析のモデルに投入する変数を選定した。そして、
ACP の普及啓発の取組状況（active/inactive）を
従属変数、municipality level の、財政力指数、総
人口、人口密度、在宅死亡割合、市町村が所在す
る都道府県における ACPの普及啓発の取組状況
（active/inactive）を独立変数として投入したマ
ルチレベルロジスティック回帰分析を行った。デ
ータの解析には、SAS version9.4 (SAS Institute,
Cary, NC)と Stata version11 (StataCorp)を用い
た。
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 最後に、質的データである「啓発普及を行って
いない理由」と「普及啓発にあたり自治体で苦労
していることや困っていること」は、質的記述的
分析を行った。記載された記述を意味ごとに区切
り、可能な限り回答者の表現を活用し、コード化
した。さらに、コードを類似性にそって、サブカ
テゴリ、カテゴリ化した。“普及啓発にあたり自
治体で苦労していることや困っていること”につ
いては、抽出されたカテゴリを logic model のコ
ンポーネントである「resources/inputs」,
「activities」, 「outputs」のテーマに分けて結果
を示した。質的データの分析過程では、質的研究
の実績を有する 3名で複数回にわたりディスカッ
ションを行い、分析の適切性を確保するよう努め
た。

C．研究結果 

43 都道府県（回収率：91.5%）、912 市町村
（回収率：53.1％）から回答を得た。住民に対し
て ACP の普及啓発に「Active」と回答した市町
村は 63.6％(n=580), 「Inactive」は 25.1％
（n=229）、“Under consideration”は、11.2％
（n=103）であった。 
自由記載のデータを分析した結果、取り組んで

いない理由として 234 コードが抽出された。27
のサブカテゴリから、1）市町村で普及啓発に取
り組む体制が整っていない、2）関係団体に事業
委託している、3）地域の医療資源や社会資源が
整っていない、4）普及啓発の取組に向け準備段
階である、5）関係者の知識・理解が不足してい
る、6）ニーズの把握ができていない、7）普及啓
発の方法が分からない、の 7つのカテゴリが抽出
された。 
地域住民への ACPの普及啓発の取組状況を

「Active」と「Inactive（Inactive or under 
consideration）」に二区分し、市町村の特性との
関連を調べた結果、いずれも有意な関連を示した

（p<.0001）。地域特性の変数同士の相関を調べ
た結果、「65 歳以上の人口割合」と「平均年齢」
が強く相関していたため、「65 歳以上の人口割
合」をモデルに投入することとした。最終的に、
municipality factorとして、財政力指数、総人
口、人口密度、在宅死亡割合を、加えて、所在す
る都道府県における Awareness-raising activities
（active/inactive）を prefecture factor として独
立変数として投入した、マルチレベルロジスティ
ック回帰分析を行った。その結果、 FCI が高い
（Adjusted odds ratio: 2.78, 95% Confidence 
Interval: 1.40-5.51）、所在する都道府県で地域住
民への ACP の普及啓発に取り組んでいる 
(Adjusted odds ratio: 1.90, 95% Confidence 
Interval: 1.25-2.90）市町村は、地域住民への
ACP の普及啓発活動に有意に取り組んでいた。 
市町村における普及啓発の取組を開始した時期

は、平成 18 年が最も早く、平成 30 年度ガイドラ
インが公表された平成 30 年から開始した市町村
は 121 と最も多かった。平成 30 年以降に取り組
みを開始した市町村は全体の 66.8％（n=384）で
あった。取り組み内容は、「住民を対象とした講
演会やセミナーの開催」が 81.5％（n=473）で最
も多く、次いで「広報誌等による在宅医療・介護
に関する住民への情報提供」62.1％（n=360）で
あった。平成 30年度ガイドラインを「活用して
いる」市町村は 32.1%(n=186)であった。
自由記載データの分析の結果、市町村が地域住

民に対する ACP の普及啓発にあたり困っている
こととして、796 コードから、57 のサブカテゴ
リ、10 のカテゴリが抽出された。抽出されたカ
テゴリを「Resources/Input」、「Activities」、
「Outputs」テーマに分類した結果、
「Resources/Input」では、1）医療・介護サービ
ス提供体制、2）市町村において普及啓発に取り
組む体制、3）地域住民の特徴、「Activities」で
は、4）普及啓発のための実態把握、5）住民への
普及啓発の方法、6）講演会・研修会の企画、7）
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媒体の作成・活用、8）関係機関・者への普及啓
発、9）意思決定支援に関する個別対応、
「Outputs」では、10）取り組みのアウトカム評
価、のカテゴリが示された。

D．考察 

日本の市町村における住民に対する ACP の普
及啓発の取り組み状況は 63.6％であり、平成 30
年度ガイドラインの公表前に実施された調査結果
（36.4％）と比較すると[8]、普及啓発に取り組
む市町村が大幅に増加していた。本結果は、われ
われが知る限り、はじめて得られた知見である。
多くの市町村が平成 30 年、令和元年に地域住民
への普及・啓発の取り組みを開始しており、平成
30 年度ガイドラインの公表[9]、政府や学会等の
関係団体の取組[14]が、市町村の普及啓発活動の
推進に寄与した可能性を示唆している。 
さらに、マルチレベル分析の結果、普及啓発活

動を行っている市町村の特徴として、FCI が高い
ことに加え、新たな知見として、所在する都道府
県で住民への啓発普及活動が実施されている市町
村ほど、普及啓発活動を行っていることが明らか
になった。日本の地方自治法では、都道府県は市
町村を包括する広域の地方自治体として位置付け
られ、市町村の区域を超える事務であって複数の
市町村にわたる「広域にわたる事務」、国や都道
府県と市町村との間の連絡調整、市町村相互の連
絡調整等の「市町村の連絡調整に関する事務」、
事務の規模が大きいため、これを処理するのに大
きな財源力を必要とするもの、事務の性質からし
て高度な技術力や専門的な能力を必要とする「規
模や性質において一般の市町村が処理することが
適当でないと認められる事務」の処理が都道府県
の役割とされている[16]。本研究では、市町村で
ACP の普及啓発を行っていない理由として、人
員不足など「市町村において普及啓発に取り組む
体制が整っていないこと」や「関係団体に事業委
託している」ことをあげていた市町村が多い結果
が示された。本結果は、住民に対する普及啓発

は、市町村単独では難しく、都道府県と市町村が
一体的に取り組むことの重要性を示唆している。 
さらに、本研究では、市町村での住民に対する

ACP の普及啓発推進にあたっての
「Resources/Input」「Activities」「Outputs」別の
課題も初めて明らかにした。本結果から特に市町
村が「Activities」に多くの課題を有していること
がわかった。１つ目の「Resources/Input」で
は、「医療・介護サービス提供体制」、「自治体と
しての取り組み体制」のほか、「地域住民の特
徴」が課題にあがっていた。「医療・介護サービ
ス提供体制」の整備は、人口減少社会における医
療・介護需要の急増という課題に対し、要介護状
態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活
を最後まで続けていくことができるよう各地域
で、様々な支援やサービスを提供する「地域包括
ケアシステム」であり、団塊の世代の人が 75 歳
以上の後期高齢者となる令和 7 年を目途に、市町
村や都道府県が中心となり国全体でこのシステム
の構築に取り組んでいる[18]。ACPの実現にあ
たっては、住民が望む医療やケアが実践できるこ
とが重要であり、ACPを取り巻く外部環境であ
る「地域包括ケアシステム」の構築は、ACP の
普及啓発と同時にすすめていかなければならない
重要な課題といえる。
「市町村において普及啓発に取り組む体制」は

普及啓発に取り組んでいない市町村だけでなく、
取り組んでいる市町村においても課題であること
が明らかになった。日本の地方公務員数は、行政
改革による定数削減などにより、減少傾向が続い
ている[19]。国や自治体が危機的な財政状況に直
面している。加えて少子高齢化や公務員の減少
等、これまでと異なる社会環境を迎える中、今後
も一定レベルで推移するものと考えられ、増加の
可能性は低い。そのため、都道府県や市町村とい
った自治体主体による普及啓発の強化だけでな
く、関係機関や学会など自治体に代わる新たな担
い手や地域住民との協働による取組も同時に進め
ていくことが必要かもしれない。 
さらに、「地域住民の特徴」として「終末期ケ

アへの住民の意識・関心の低さ、違い」や「終末
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期の話題に対する住民の抵抗」が多く挙げられて
いた。日本の ACPの概念が徐々に知られるよう
になり、日本の成人の約 70％が ACP への参加に
前向きな姿勢を持っているという結果も示されて
いる[19]。一方で、日本は、ハイコンテクストな
文化のため、自分の希望を明示することを避け、
非言語コミュニケーションを期待する傾向にある
こと[20][21]、家族中心の意思決定を重視するが
[20]、家族の中では個人的な意見を述べることに
よって家族に負担をかけることを恐れること[22]
が知られている。本結果は、こうした特徴をもつ
日本人に対して ACP の普及啓発を進めていくこ
との難しさを示している。そのため、こうした特
徴の市町村においては、住民全体への周知だけで
なく、身近な人が意思決定を強化・支援するため
の取組が必要かもしれない。

2 つ目の「Activities」では、「普及啓発のため
の実態把握」「住民への普及啓発の方法」「講演
会・研修会の企画」「媒体の作成・活用」「関係機
関・者への普及啓発」「意思決定支援に関する個
別対応」といった ACPの具体的な取組に対する
課題が多く挙げられていた。さらに、3 つ目の
「アウトカム」では、評価指標の設定やアウトカ
ム評価の方法が課題に挙げられていた。地域住民
への ACPの普及啓発に取り組む市町村の数は増
えたが、目的や現状把握、目指す成果が具体化・
明確化できておらず、多く市町村が悩んでいる現
状にあるといえる。これらの結果は、地域住民へ
の ACP の普及啓発の目的・成果について、国や
都道府県全体で検討し、市町村での取り組みの成
果・実績を定量的に測定するための指標を提示す
る必要性を示唆している。市町村だけでなく、都
道府県で比較可能な指標を設定することにより、
現状把握や効果的な取組を明確にできる可能性が
ある。
最後に、本研究にはいくつか限界がある。ま

ず、調査に参加したのは、912市町村であり、全
1720市町村を分母とすると回収率は平成 29 年の
調査を下回る 48.6％であった。これは日本で
COVID-19 の第 8 波による影響かもしれない。
そのため、普及啓発に取り組んでいる市町村数は

過小評価の可能性がある。ただし、研究対象とな
った市町村と全国の市町村の特性を比較した結
果、大きな違いは認められなかった。そのため、
分析対象となった市町村は全国と大きな偏りが生
じていないと思われる。63.6％の市町村が地域住
民に対する ACP の普及啓発の取組を行っている
と回答し、平成 29 年に比べて増加したことが示
されたが、試行錯誤しながら普及啓発に取り組ん
でいる市町村が多い可能性が示唆された。今後、
具体的な取組やその効果を明らかにするために
は、成果や実績を定量的に測定するための指標の
開発とさらなる評価が必要である。 

E．結論 

本研究は平成 30 年度ガイドラインの公表以
降、市町村における地域住民に対する ACPの普
及啓発の取組状況を調査した日本初の全国調査で
ある。平成 29 年の調査結果と比較すると、普及
啓発に取り組む市町村が大幅に増加し、63.6％の
市町村が普及啓発の取組を行っていることが明ら
かになった。市町村の取組には、財政力に加え、
都道府県が重要な役割を担っているという本結果
から、取組が行えていない市町村に対しては、引
き続き国からの財政支援に加え、都道府県による
支援が望まれる。さらに、多くの市町村が、普及
啓発の目的、目指す成果が具体化・明確化できて
いない可能性が示されたことから、国民に対する
ACP の周知だけでなく、成果や実績を定量的に
測定するための指標の開発とさらなる評価が必要
であることが示唆された。 

F．研究発表 

1. 論文発表 なし
2. 学会発表 なし

G. 知的財産権の取得状況
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	本研究は平成30年度ガイドラインの公表以降、市町村における地域住民に対するACPの普及啓発の取組状況を調査した日本初の全国調査である。平成29年の調査結果と比較すると、普及啓発に取り組む市町村が大幅に増加し、63.6％の市町村が普及啓発の取組を行っていることが明らかになった。市町村の取組には、財政力に加え、都道府県が重要な役割を担っているという本結果から、取組が行えていない市町村に対しては、引き続き国からの財政支援に加え、都道府県による支援が望まれる。さらに、多くの市町村が、普及啓発の目的、目指す...




